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東京都では年に３回、いじめ、暴力行為等の問題行動の未然防止や

その対応にかかる取組の充実を図るため、「ふれあい月間」を設けて

います。１１月は今年度２回目の「ふれあい月間」です。学校では学

校生活状況を総点検する機会としていますので、生徒の皆さんもこの

機会に、自分の学校生活において「友達に思いやりの心をもって接

しているか。」や「自分を大切にし、さまざまな場面で自分の良さを

発揮するようにしているか。」について振り返ってみましょう。皆さんの日常生活を見ていると、

ふざけ合いからけんかになってしまったり、ふざけているつもりがエスカレートして友達に不快な

思いをさせていたりする時があるようです。中学生の皆さんには、ふざけやじゃれ合いによる付き

合いでなく、言葉による良好な友人関係を築いて欲しいと思います。相手の考えを尊重して話し合

う中で自分の気持ちや意見を上手に伝える方法や自分の感情をうまくコントロールする方法を学ん

でいってください。生徒一人一人が心がけて生活することで、自分も周囲の人も気持ちよく生活で

きるはずです。「場を清められる行動」のとれる生徒として、巣鴨北中がみんなにとって過ごしやす

い学校となるように皆さんの協力をお願いします。 

 

 
 先月３１日（土）の第１５回北中れんが祭には、多くの保護者や

地域の皆様にご来場いただき、ありがとうございました。生徒たち

は多くの方に見られることで、緊張しながらもよいものを発表しよ

うと真剣に取り組むことができました。巣鴨北中の「クラス一丸と

なって協力し、一つのものをつくり上げていく伝統」が今年も継承

されました。特に３年生は、下級生の模範となる取組姿勢で、当日

は素晴らしい合唱を聞かせてくれました。１、２年生はまた来年、

この伝統を引き継いでいってほしいと思います。 

 

 

現代は交通網や情報機器が発達し、大変便利な時代になりましたが、

だからこそ軽はずみな行動は慎まなければなりません。たとえば以前は

友達のあだ名などを手紙で回し読みするようないたずらがあり、指導す

ることもありましたが、現在同じことをＬＩＮＥやネットの掲示板で行

ったらどうなるでしょう。間違いなく「ネットいじめ」や「誹謗中傷」

であり犯罪です。公共の交通機関へのちょっとした出来心からの妨害な

どは多くの人を危険にさらし、命にかかわる重大な犯罪になってしまい

ます。皆さんの中にはそんな人はいないと思いますが、このように現代

社会は便利な時代である反面、個人のちょっとした行動が事故や事件につながってしまうこと

があります。中学生は世間では十分判断能力がある年代とされています。一人一人が自分の行

動に責任をもち、よく考えて生活するよう心がけてください。 

 

 

 

 



 
 最近、校内でマスクをしている人を多く見かけます。急激に暑くなっ

たり、寒くなったりの不順な気候のため、体調を崩している人が増えた

こともありますが、中には特段必要もないのに使用している人もいるよ

うです。 

マスクが一番必要なのは、咳が出て周囲に迷惑をかけてしまいそうな

人です。「咳エチケット」としてマスクをすることは大切ですので、咳

の出る間は常にマスクを着用してください。しかし、アレルギーや感染防止等自分のためにマ

スクをしている人は、時と場合を考えて着脱することが必要です。例えば、社会人でも人と面

談する場面ではマスクをはずすのがマナーです。咳がひどくてマスクをせざるを得ない場合な

ら、きちんと相手に断ってから話を始めるのが礼儀です。マスクをしていると相手の表情が分

からず、意思の疎通に支障をきたします。みんなの前で発表をするとき、朝礼や儀式のときは

もちろん、授業中や人と話をするときにもやむを得ない人以外はマスクをはずしましょう。学

校に来られる高校の先生やお客様がマスクをしている生徒がたくさんいる学校だと、どのよう

な印象を持つでしょうか。みんなで明るい印象を与える学校になるようにしましょう。 

 

先月１９日（月）の夜７時から本校体育館において、平成２９年度から

の巣鴨北中校舎改築に伴う「仮校舎使用に関する説明会」が開催されまし

た。現在在籍している１年生は３年生になった時の１年間、来年度入学す

る現小学６年生は中２、中３の２年間、仮校舎となる旧朝日中学校校舎で

生活することになります。今回の説明会では、仮校舎使用時の外部運動施

設の利用と給食の提供について豊島区の担当者から話がありました。主な内容は以下の通りで

す。 

（１） プールは仮校舎のものを使用できないため、巣鴨体育館の温水プールへ移動して授業

を行う。 

（２） 仮校舎の校庭が狭いため、部の活動場所として週１回程度、西巣鴨体育場や豊島区立

総合体育場のテニスコートや野球場を利用できるようにする。 

（３） 給食は仮校舎内での調理ができないため、旧真和中の給食室で調理したものを保温、

保冷器具を使って仮校舎まで運んで提供する。 

 参加された方からは、「運動会やれんが祭が中止になることはあるのか。」といった質問があ

りましたが、会場や形式を工夫しながら開催する予定であることをお伝えしました。 

なお、この件についてご意見やご質問のある方は、豊島区教育委員会の学校施設課までお願

いいたします。 

生生徒徒のの活活躍躍  
○バスケットボール部（女子） 豊島区中学校秋季新人大会 第２位 
               優秀選手賞 ＊＊＊＊（１年） 
○”としま”豊かな食コンクール調べ学習  優秀賞 ＊＊＊＊（３年） 
                     入賞  ＊＊＊＊（２年） 
○豊島区読書感想文コンクール 入選 「戦争のない世界へ」＊＊＊＊（３年） 
○豊島区明るい選挙ポスターコンクール 優秀賞 ＊＊＊＊（３年） 
○一茶まつり全国小中学生俳句大会 秀逸 ＊＊＊＊（３年） 
                 入選 ＊＊＊＊、＊＊＊＊（３年） 
                    ＊＊＊＊、＊＊＊＊（２年） 
○中学生の「税に関する作文」  

豊島税務署長賞 ＊＊＊＊（３年） 
  豊島間税会 会長賞 ＊＊＊＊（３年） 
  東京税理士豊島支部 支部長賞 ＊＊＊＊（３年） 
  豊島納税貯蓄組合連合会 優秀賞 ＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊（３年） 

 

 

 


